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則

規

則

大
分
県
肝
炎
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
肝
炎
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
六
十
三
号

大
分
県
肝
炎
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
肝
炎
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
大
分
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
五
項
中
「
の
裏
面
」
を
削
り
、
「
記
載
欄
」
を
「
記
載
に
係
る
部
分
に
限
る
。
」
に
改
め
、
同

条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

知
事
は
、
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
に
よ
り
証
明
す
べ
き

事
実
を
公
簿
等
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
書
類
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平
成
二
十
九
年

号

外

一
〇
二

十

二

月

一

日

( 金 曜 日 )

目
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大
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平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

一



第
二
号
様
式
（
そ
の
一
）
か
ら
第
二
号
様
式
（
そ
の
三
）
ま
で
の
様
式
中
「１

．

」
を
「１

」
に
、

「２
．

」
を
「２

」
に
、

「⑵
ウ
イ
ル
ス
型
セ
ロ
タ
イ
プ
グ
ル
ー
プ
１
・
グ
ル
ー
プ
２
（
該
当
す
る
方
を
○
で
囲
む
。
）

」

を「⑵
ウ
イ
ル
ス
型
（
該
当
す
る
項
目
を
○
で
囲
む
。
）

ア
セ
ロ
タ
イ
プ
（
グ
ル
ー
プ
）
１
、
あ
る
い
は
ジ
ェ
ノ
タ
イ
プ
１

に
改
め
る
。

イ
セ
ロ
タ
イ
プ
（
グ
ル
ー
プ
）
２
、
あ
る
い
は
ジ
ェ
ノ
タ
イ
プ
２
」

第
二
号
様
式
（
そ
の
四
）
中
「１

．

」
を
「１

」
に
、
「２

．

」
を
「２

」
に
、
「３

．

」
を
「３

」
に
、
「４

．

」
を
「４

」
に
、

「⑵
ウ
イ
ル
ス
型
セ
ロ
タ
イ
プ
グ
ル
ー
プ
１
・
グ
ル
ー
プ
２
（
該
当
す
る
方
を
○
で
囲
む
。
）

」

を「⑵
ウ
イ
ル
ス
型
（
該
当
す
る
項
目
を
○
で
囲
む
。

）

ア
セ
ロ
タ
イ
プ
（
グ
ル
ー
プ
）
１
、
あ
る
い
は
ジ
ェ
ノ
タ
イ
プ
１

に
改
め
る
。

イ
セ
ロ
タ
イ
プ
（
グ
ル
ー
プ
）
２
、
あ
る
い
は
ジ
ェ
ノ
タ
イ
プ
２

」

第
二
号
様
式
（
そ
の
六
）
及
び
第
二
号
様
式
（
そ
の
七
）
中
「１

．

」
を
「１

」
に
、
「ア

．

」
を

「ア

」
に
、
「イ

．

」
を
「イ

」
に
、
「ウ

．

」
を
「ウ

」
に
、
「２

．

」
を
「２

」
に
、

「３
．

」
を
「３

」
に
、
「４

．

」
を
「４

」
に
、

「⑵
ウ
イ
ル
ス
型
セ
ロ
タ
イ
プ
グ
ル
ー
プ
１
・
グ
ル
ー
プ
２
（
該
当
す
る
方
を
○
で
囲
む
。
）

」

を「⑵
ウ
イ
ル
ス
型
（
該
当
す
る
項
目
を
○
で
囲
む
。
）

ア
セ
ロ
タ
イ
プ
（
グ
ル
ー
プ
）
１
、
あ
る
い
は
ジ
ェ
ノ
タ
イ
プ
１

イ
セ
ロ
タ
イ
プ
（
グ
ル
ー
プ
）
２
、
あ
る
い
は
ジ
ェ
ノ
タ
イ
プ
２

ウ
上
記
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
（
ジ
ェ
ノ
タ
イ
プ
検
査
デ
ー
タ
が
あ
る
場
合
は
記
載
：

）

」

に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
（
そ
の
八
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

二



又
は
保
険
薬
局

保
険
医
療
機
関

保
健
医
療
機
関
等

「

「

第
三
号
様
式
中

を

に
改
め
る
。

」

」

第
三
号
様
式
の
二
及
び
第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

三



平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

四



平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

五



又
は
保
険
薬
局

保
険
医
療
機
関

保
健
医
療
機
関
等

「

「

第
五
号
様
式
中

を

に
改
め
る
。

」

」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
肝
炎
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す

る
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
そ
の
他
の
書
類

は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
肝
炎
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
基
づ
い

て
提
出
さ
れ
た
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
と
み
な
す
。

３

旧
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

六


